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船舶事故調査報告書 

 

                            平成３０年１１月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成３０年３月４日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 和歌山県白浜町瀬戸埼南南東方沖 

 番所鼻灯台から真方位１６８°３.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３８.４′東経１３５°２１.０′） 

事故の概要  漁船泰
たい

盛
せい

丸は、操業中、船長が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年３月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 泰盛丸、８.８５トン 

 ＷＫ２－５２０８（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×３.１２ｍ×０.９８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２６４.８０kＷ、昭和５５年５月１１日 

 第２５２－２７０７５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２年４月６日 

  免許証交付日 平成２７年３月３０日 

         （平成３２年４月４日まで有効） 

甲板員 男性 ８５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和４９年１２月１３日 

  平成２６年１１月２８日をもって失効していた。 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１６℃ 

日出時刻：０６時２４分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、刺し網漁の目的で、平成

３０年３月４日０３時００分ごろ、和歌山県みなべ町堺
さかい

漁港を出発

し、瀬戸埼南南東方沖で前日投入した網を揚げ、ひらめ
．．．

など約１０kg

の漁獲を得たのち、０５時２０分ごろ、引き続き同じ海域で船尾に搭
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載していた別の網の投入作業を開始した。 

本船は、船長が後部甲板で網の投入作業に、甲板員が操舵室で操船

に、それぞれ分かれて操業を行っていた。 

甲板員は、操舵室中央の椅子に腰を掛け、舵輪を持ち、機関を極微

速前進とし、約０.５ノットの対地速力で北西進していたところ、船

長が操舵室に入ってきてＧＰＳプロッターで進路を確認し、残りの網

の長さを甲板員に伝え、操舵室を出て左舷側の通路から船尾方に戻っ

たのを認めた。 

 甲板員は、船首方の灯台の明かりを船首目標として操舵に当たって

いたところ、０５時４０分ごろ、後部甲板から船長の叫び声が聞こえ

たので、船長が落水したと思い、機関を後進として行きあしを止め、

後部甲板に行って周囲を探したところ、左舷船尾方２０ｍ付近の海面

に、水をかいて泳いでいる船長を見付け、急いで救助に向かおうとし

たが、網がプロペラに絡まって発進させることができず、しばらくし

て見失った。 

 甲板員は、無線で所属の漁業協同組合に連絡し、同組合の職員が海

上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 船長は、海上保安庁の航空機、巡視船艇及び地元の漁船により捜索

が行われたところ、０９時５０分ごろ航空機により発見された後、病

院に運ばれ、溺死と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 後部甲板、

写真３ 後部甲板（左舷側から撮影）、写真４ 船長の救命胴衣 

参照） 

 その他の事項  本船が行う刺し網漁は、水深約５０ｍの海域に、陸岸に沿って長さ

約３００ｍの網を投入し、一晩おいて翌日揚網するもので、０３時ご

ろ出漁し、０６時３０分ごろ帰港していた。 

船長は、投網する際、後部甲板で網のそばに立ち、網がスムーズに

海面へ出ていくのを監視し、網が絡んだ際にはそれを解いていた。 

甲板員は、本事故当時、穏やかな海面であり、網同士が絡むことは

ないので、船長の足が網に引っ掛かって落水したのではないかと本事

故後に思った。 

甲板員は、後部甲板前方の機関室入口上方に船尾灯が設置されてい

たものの、作業灯がなかったので、足元が少し暗いと感じていた。 

船長は、作業服とカッパを着用し、長靴を履いていたが、救命胴衣

を本船に備え付けていたものの、ふだんから操舵室に置いたままで、

本事故当時、着用していなかった。 

 本船は、毎年４月から１１月ごろまでの間、巻き網船団の灯船とし

て使われており、それ以外の期間に、船長が単独で乗り組み、一本釣

り漁に従事していたが、ここ数年漁獲が上がらなかったので、平成２

９年１１月から翌年３月末までの予定で、甲板員と２人で乗り組み、
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瀬戸埼沖合等で刺し網漁に従事していた。 

 船長は、持病がなく、本事故当時、体調不良や変わった様子もなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 船長は、溺死した。 

本船は、瀬戸埼南南東方沖で刺し網の投入作業中、船長が、落水し

て溺死したものと考えられる。 

船長は、救命胴衣を着用していなかったことから、浮力を十分に保

持することができずに溺死した可能性があると考えられる。 

船長は、後部甲板で、網がスムーズに海面に出て行くのを監視して

いた際、身体の一部が網に引っ掛かったものと考えられるが、その状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、瀬戸埼南南東方沖において、刺し網の投

入作業中、救命胴衣を着用していなかった船長が、落水して溺水した

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害軽減に役立つ事項として、次

のことが考えられる。 

・甲板上では、救命胴衣を着用すること。 

・網の投入作業を行う際には、網の動きに注意し、落水防止に努め

ること。 

・夜間に甲板上で作業に従事する際、航海灯の妨げとならない範囲

で、必要な光度を有する作業灯を設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 
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写真２ 後部甲板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 後部甲板（左舷側から撮影） 
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写真４ 船長の救命胴衣 


